
京 都 大 学 本 部 事 務 決 裁 等 規 程 新 旧 対 照 表 

改 正 前 改 正 後 

（前 略） 
 
 
 
 
別表第１ （略） 
 
別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 
京都大学本部事務分掌規程
（平成１８年８月３０日総
長裁定。以下「分掌規程」
という。）第２条（第７号、
第９号及び第１０号を除
く。）、第３条（第１号を
除く。）、第４条、第５条
（第２号、第３号及び第５
号から第７号までを除
く。）、第１７条及び第１
８条に定める事項 

総務・企画・情報環境担
当の理事 

分掌規程第２０条（第２号
を除く。）及び第２１条に
定める事項 
 
 
 

教育担当の理事 

分掌規程第１９条及び第２
０条第２号に定める事項 

学生・図書館担当の理事
又は厚生補導担当の副
学長 

分掌規程第２２条に定める
事項 

研究担当の理事 

分掌規程第９条から第１６
条（第４号を除く。）まで
に定める事項 

財務・施設・環境安全保
健担当の理事 

分掌規程第７条、第８条及
び第２３条に定める事項 

渉外・産官学連携担当の
理事 

分掌規程第２４条（第７号、
第８号及び第１０号から第
１２号までを除く。）に定
める事項 
 
 
 
 
 
 

病院・国際担当の理事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
附 則 

 この規程は、平成２６年１０月３１日から施行し、
平成２６年１０月１日から適用する。 
 
別表第１ （同 左） 
 
別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 
京都大学本部事務分掌規程
（平成１８年８月３０日総
長裁定。以下「分掌規程」
という。）第２条（第７号、
第９号及び第１０号を除
く。）、第４条及び第５条
（第２号、第３号及び第５
号から第７号までを除く。）
に定める事項 
 
 

総務・労務・人事担当の
理事 

分掌規程第３条（第１号及
び第２号を除く。）、第１
７条、第１８条、第２０条
（第３号及び第４号に限
る。）及び第２１条に定め
る事項 

教育・情報・評価担当の
理事 

 
 
 

 
 
 

分掌規程第３条第２号及び
第２２条に定める事項 

研究・企画・病院担当の
理事 

 
 
 

 
 
 

分掌規程第２３条に定める
事項 

産官学連携担当の理事 

分掌規程第７条第１号及び
第４号並びに第８条に定め
る事項並びに男女共同参画
に関する事項 

男女共同参画・国際・広
報担当の理事 

分掌規程第７条第２号及び
第３号に定める事項 
 
 
 
 

大学基金・同窓会担当の
副学長 
 
 
 
 

（同 左） 

（同 左） 



改 正 前 改 正 後 

 
別表第３ （略） 
 

分掌規程第２条（第７号、
第９号及び第１０号に限
る。）、第５条（第２号及
び第５号から第７号までに
限る。）、第６条及び第１
６条第４号に定める事項 

法務・コンプライアンス
担当の副学長 

分掌規程第３条第１号に定
める事項 

総務・企画・情報環境担
当の理事又は大学改革
担当の副学長 

分掌規程第５条第３号に定
める事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務・企画・情報環境担
当の理事又は法務・コン
プライアンス担当の副
学長 
 
 
 
 
 
 
 

分掌規程第２４条（第７号、
第８号及び第１０号から第
１２号までに限る。）及び
第２５条に定める事項 
 

学生・図書館担当の理事
又は病院・国際担当の理
事 
 
 

男女共同参画に関する事項 男女共同参画担当の副
学長 

 
別表第３ （同 左） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（同 左） 研究・企画・病院担当の
理事又は大学改革担当
の副学長 

（同 左） 
 
 
 

総務・労務・人事担当の
理事又は法務・コンプラ
イアンス担当の副学長 
 

分掌規程第２０条第１号、
第５号及び第６号に定める
事項 

教育・情報・評価担当の
理事又は教育改革担当
の副学長 

分掌規程第２４条第１号か
ら第６号まで及び第９号に
定める事項 
 

男女共同参画・国際・広
報担当の理事又は研
究・企画・病院担当の理
事 

分掌規程第２４条（第７号、
第８号及び第１０号から第
１２号までに限る。）に定
める事項 

男女共同参画・国際・広
報担当の理事、学生・図
書館担当の理事又は研
究・企画・病院担当の理
事 

分掌規程第２５条に定める
事項 

男女共同参画・国際・広
報担当の理事又は学
生・図書館担当の理事 

 

（同 左） 


